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第3章 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

 

1. 海岸保全施設の新設又は改良しようとする区域 

1.1 整備対象海岸の区分 

海岸保全施設の整備対象海岸は、「第2章 2. 海岸の防護に関する事項 2.1.2防護水準」

で定めた、津波・高潮等、侵食からの防護水準に対し、現時点で防護機能の向上が必要とさ

れる海岸とし、その区分に当たっては、現在、各海岸管理者が区分する地区海岸とする。 

 

1.2 整備対象海岸の選定 

海岸保全施設の整備対象海岸の選定については、各海岸管理者が区分する地区海岸毎に防

護、環境、利用の観点からの必要性を検討し、整備が要請される海岸とする。 

 

2. 海岸保全施設の種類、規模及び配置等 

2.1 海岸保全施設の選定 

三陸南沿岸の整備対象海岸での整備内容と種類については、海岸の現状を踏まえて展開す

る施策によって定めるものとし、整備箇所整理表に示すとおりとする。 

整備箇所整理表は、長期的な観点から海岸管理者が実施する各海岸の整備内容と施設の種

類を導くための整理表であり、表の項目の配列そのものが検討のプロセスとなるように配慮

している。これによって、海岸毎に当面の対処が終了後、この表のプロセスで再度海岸を見

据えることで、その時点での状況に合った施策と整備の展開を図る。 

なお、「海岸で特に必要な観点」については、防護、環境、利用の３つの面を全て配慮す

るものの、海岸の特性や今後の位置づけを踏まえた場合に強く求められる観点を表すものと

する。 
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2.2 海岸保全施設の選定 

各海岸保全施設は、それぞれの特徴があり、防災上の得られる効果、自然環境・海岸利用

に与える効果・影響、施工期間、費用等が異なることから設置地点の海岸特性に充分配慮し

て選定することとする。また、複数の海岸保全施設を面的な広がりをもって適切に配置する

ことにより、波浪等の外力を沖合から徐々に弱めながら防護するとともに、良好な海岸空間

を形成する「面的防護方式」についても適切に取り入れることとする。 

なお、海岸保全施設については、調査・研究により新工法も提案されつつあることから、

それらの特性も充分に把握しながら、総合的に最適な工法を選択することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸保全施設の選定フロー 

  

防災への対応 自然環境への対応 海岸利用への対応 

侵食への対応 

高潮・高波への対応 

津波への対応 

親水性の確保 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光利用 

安全・情報提供 

バリアフリー 

漁業・港湾利用 

生息環境の保全 

砂浜の保全 

景観の保全 

快適環境の創造 

工事中の影響 

海  岸  保  全  施  設  の  工  法  の  選  定 

工事中の影響 

工事中の影響 

周辺空間との調和 
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1.海岸の特性 

○ 立地条件 

○ 背後地等の状況 

○ 利用に係る状況 

○ 海岸保全施設の整備状況 

2.防護水準（堤防等の高さ） 

○ 計画高 

○ 整備状況

7.地域での配慮事項 

4.海岸管理者が展開する施策の選定 

○ 防護対応 

（津波・高潮等、侵食、保守点検等）

○ 環境対応 

○ 利用対応 

5.海岸管理（整備）目標の設定 

6.海岸保全施設整備概要 

 （導入する海岸保全施設の選定）

基本理念 

（めざすもの） 

三陸南沿岸 

 

 

 

 

豊かで美し

い三陸の自

然を守り、安

全で調和の

取れた海岸

づくり 

3.海岸で特に必要な観点

○ 防護、環境、利用 

□ 整備箇所整理表の考え方 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 海岸の特性、防護水準、海岸での配慮事項を確認・把握する。 
 
○ 基本理念（めざすもの）に基づき、防護、環境、利用の３つの面を全て配慮するもの

の、海岸の現状や今後の位置づけに応じて「海岸で特に必要とされる観点」を設定する。 
○ 以上を踏まえて、海岸管理者が展開する施策、海岸管理（整備）目標、海岸保全施設

の整備を設定し、展開していく。 
 
◆ 以上の流れによって適宜海岸の姿を見据えていく。 

また、その都度の適正な施策を選定しつつ海岸づくりを進めていく。 
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2.3 施設の規模、配置 

三陸南沿岸の各海岸における海岸保全施設の規模、配置については、施設整備計画図とし

て以下の内容によって整理する。 

 

□ 施設整備計画図での整理内容と表現 

            整理内容 表現 

○ 海岸保全施設を整備しようとする区域 海岸の範囲を表示 

○ 海岸保全施設の種類 丸付き文字で表示 

○    〃  の規模及び配置 範囲、位置を線で表示 
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3. 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項 

三陸南沿岸の各海岸における海岸保全施設の維持又は修繕については、地域の安全・安心の

ために以下の管理内容を基本として実施するとともに、海岸利用形態に応じた配慮事項を整備

箇所整理表において整理する。また、隣接する海岸においては、各所管海岸管理者間で調整を

行い、適切な管理に努める。 

 

□ 施設毎の管理内容 

施 設 内   容 

土木構造物 

堤防、護岸、離岸堤、 

突堤、胸壁 

日常巡視、台風や地震等の発生後の臨時点検及び 

5 年に 1 回程度の定期点検を実施し、適切な維持・

修繕を行う。 

砂浜 日常巡視を実施し、砂浜の地形変化状況を監視する。

機械･電気設備を含む施設 

水門(樋門)等 

施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等

を良好な状態に保つよう、操作規則等に従い、定期

的に点検・整備を行う。 

 

4. 海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

三陸南沿岸の各海岸における受益地域については、施設整備計画図に整理し、また、受益の

地域及びその状況についても、別表計画事項として巻末に整理する。 

 

□ 施設整備計画図での整理表現 

整理内容 表現 

○ 海岸保全施設による受益の地域 範囲を面で表示 

※受益の地域：海岸堤防の計画堤防高で守られる範囲 

（背後の地盤高が計画堤防高以下となる地域） 

 


